
 重度の障害があり、日常生活において常に特別な介
護が必要な方に支給される手当です。
 手当を受けるためには、要件に該当するほか、診断
書等の書類を提出していただく必要があります。
 手当の認定には審査があり、認定されると申請月の
翌月分から支給されます。

 高齢者や障害のある方に、はりやマッサージなどの
施術費用の一部を助成する利用券を交付しています。
 令和5年4月1日から利用できる券の申請は、3月27
日㈪からです。交付を希望される方は、高齢介護課に
お越しください。
※令和4年度分の利用券は、3月31日㈮まで使えます。

日時 3月11日㈯、26日㈰ 8時30分〜12時
場所 加東市役所1階 市民課

□本人確認書類(下記のⲶ1点またはⲷ2点)
 Ⲷ顔写真付 ⴹ運転免許証、在留カード
 ⲷ顔写真無 ⴹ健康保険証、年金手帳
□「マイナンバー通知カード」または「個人番号通知書」
□「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」 
 または「QRコード付き交付申請書」
※住民基本台帳カードをお持ちの方は、持参してください。
※書類がそろわない場合は、市民課に相談してください。

□滝野公民館 3月8日㈬  9時〜16時
□東条福祉センター「とどろき荘」 3月14日㈫  9時〜16時
予約受付 8時30分〜17時15分 ☎43-0390
     ※土曜日、日曜日、祝日を除く

日時 3月16日㈭ 17時30分〜19時
場所 加東市役所1階 市民課
予約受付 8時30分〜17時15分 ☎43-0390
     ※土曜日、日曜日、祝日を除く

 2月末までにマイナンバーカー
ドの交付申請をされた方が対象！

 2月6日から、マイナンバーカードを利用することで、
市役所に出向かなくても、転出の手続きがオンライン
で出来るようになりました。

対象 電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持
   ちの方で、加東市から市外に転出される方 
   ※日本国内に限ります。

 同一世帯で、一緒に転出する人の中に1人で
も電子証明書が有効なマイナンバーカードを
お持ちであれば、手続可能です。

◎注意事項
 □パソコンで申請する場合はカードリーダーが、ス
  マートフォンで申請する場合はカードの読み取
  り機能が必要です。
 □転入先の市町村では、窓口で転入の手続きが必要
  です。

 詳しくは、こちらをご覧ください。
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